
第３次稚内市総合計画　施策実施状況調査　　

０１　市民に開かれたまちづくり

　　０３　情報化の推進と市民サービスの充実

　　　　０２　市民サービスの充実 

（％） ベース 評価 評価内容 

１０　IC市民カード導入の推進
　　　　　　　（総合窓口課） 

4 49% 3 2 ･ICカードとして、平成15年8月から住基カードの交 
付を開始している。当初の交付予想に対してほぼ 
50%達成（約400件）の成果がえられている｡更なる 
普及拡大には、多目的活用が必須である。 

・進達率は、当初のカード交付予想・人口比2%に対する数値であ 
る。高齢者等の公的証明としての利用が多数である。推進には、 
図書館や病院での利用などカードの独自利用領域の有効活用が 
必要であり、証明書自動交付機の導入可能性も検討していく必要 
がある。なお、住基カードの導入により、平成14年９月に施行した 
市民証の証明力が低下することから、廃止について検討していく。 

２０　総合窓口システムの整備
　　　　　　　（総合窓口課） 

4 80% 4 2 ･総合窓口課における税証明発行や転入時の学 
校指定、シルバーカード交付等総合窓口としてあ 
る程度の成果が得られている。 

・一般旅券発給業務を含め総合窓口課での市民サービス業務が 
増え、ある程度市民の利便性は高くなったといえる。今後、市民 
サービスが益々多様化していく中で、総合窓口で扱う業務につい 
て精査し、一般市民にとって、わかりやすく使いやすい総合窓口 
（市民をたらい回しにしない）を構築していく。 

３０　総合行政相談機能の拡充
　　　　　　　（市民生活課） 

4 90% 3 1 

４０　市民生活の安定確保
　　　　　　　（市民生活課） 

4 100% 1 1 

問題点、課題 

・市が実施する法律相談は現在無料であるが、法律相談環境も変 
わってきており受益者負担も必要であるが、市民ニーズや法律事 
務所の敷居の高さを考えると無料法律相談を続けていく必要があ 
る。 

2 

2 ･市民からの様々な相談については、職員ができる 
だけその場で対応し迅速に処理している。無料法 
律相談には、毎年100件程度の相談があり、約９割 
の相談者が満足している。行政に関する相談は、 
行政相談員と連携し、年1回庁舎内で｢一日行政 
相談所」を開設している。 
・人権や防犯等の各種協議会と連携を取り、運動 
に取組んでいる。 
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